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国保組合も国民健康保険と同様の取扱いとなります。修正箇所は下表の二重線部分です。 

 

 

【修正前】（令和６年８月診療分まで） 

 

保険種別 

 

年齢 

 

総点数（月） 

 

請求方法 

R6.7 月診療分 

まで 

R6.8 月診療分 

から 

国民健康保険 

（国保組合除く） 

70歳未満 7,000点（未就学児

は 10,500点）未満 

現物給付 

（紙請求書） 

現物給付 

（併用レセプト） 

7,000点（未就学児

は 10,500点）以上 

 

償還 

 

70～７４歳 1 点～ 償還 

 

 

 

【修正後】（令和６年９月診療分以降） 

 

保険種別 

 

年齢 

 

総点数（月） 

 

請求方法 

R6.7 月診療分 

まで 

R6.8 月診療分 

から 

国民健康保険 

（国保組合含む） 

70歳未満 7,000点（未就学児

は 10,500点）未満 

現物給付 

（紙請求書） 

現物給付 

（併用レセプト） 

7,000点（未就学児

は 10,500点）以上 

 

償還 

 

70～７４歳 1 点～ 償還 

 

 

 

 

 

１ 国保組合の請求方法について 
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 令和 6年 9月診療分より、レセコン対応完了分から併用レセプト請求可能とします。  

（例：全額無料（８５）分→併用レセプト請求。3分の 1自己負担（８６）分→紙請求） 

 

※3分の 1自己負担（８６）分のレセコン改修に時間を要すると多くの声を受け、取扱いを変更し

ます。 

 

 

 

医療機関では、自己負担上限管理票に受給者から徴収した自己負担額等を記載しますが、重

度心身障がい者（児）医療を併用した場合、管理票に記載する自己負担額は、徴収した重度心身

障害者（児）医療費助成の自己負担額ではなく、他の公費での一部負担金の額（記載例参照）を記

載してください。 

 

（受診状況例） 

医療保険、自立支援医療（月額自己負担上限額 5,000円）及び重度心身障がい者医療（全額

無料（８５））の場合 

  

 

 

 

 

  

 

公費負担額 自己負担額 自己負担額 助成額

9月1日 10,000円 7,000円 2,000円 1,000円 0円 1,000円

9月2日 10,000円 7,000円 2,000円 1,000円 0円 1,000円

9月3日 10,000円 7,000円 2,000円 1,000円 0円 1,000円

9月4日 10,000円 7,000円 2,000円 1,000円 0円 1,000円

9月5日 10,000円 7,000円 2,000円 1,000円 0円 1,000円

9月6日 10,000円 7,000円 3,000円 0円 0円 0円

医療保険者負

担額（7割）
医療費日付

自立支援医療 重度心身障がい者医療費

日付 医療機関名 自己負担額
月間自己負担

累積額

9月1日 〇〇病院 1,000円 1,000円

9月2日 〇〇病院 1,000円 2,000円

9月3日 〇〇病院 1,000円 3,000円

9月4日 〇〇病院 1,000円 4,000円

9月5日 〇〇病院 1,000円 5,000円

２ 併用レセプト請求が一部可能な場合の請求方法について 

一部負担金の額 

（上記受診状況の管理票記載例） 

３ 重度心身障がい者（児）医療を併用する場合の自己負担上限管理票の記載について 

この額を管理票の自己負担額に記載ください。 実際の窓口徴収額は０円 


